
せみね監督署だより

令和８年４月１日発行（第15７号）

ひと、くらし、
みらいのために
ひと、くらし、
みらいのために 発行 瀬峰労働基準監督署（所在地：栗原市瀬峰下田50-８ 電話：0228-38-3131）

▶本号では、令和８年４月から努力義務化される病気を抱える労働者の治療と就業
の両立支援と約２年後に施行される予定のストレスチェックの全面義務化について
お伝えいたします。
▶瀬峰署管内における休業４日以上の労働災害発生状況等についてお伝えします。
令和８年１～２月の瀬峰署管内の休業４日以上の死傷者数は、下記のとおり前年

同期比で２人減少、率にして10.0％と減少傾向が続いており、死亡災害も令和７年
に続いて０件となっています。
業種別では、商業が33.3％の増加と昨年度に引き続き災害発生件数が高い状況に

ある一方、昨年度災害発生件数が高かった建設業が66.7％の減少と大幅に減少して
います。
▶令和８年４月１日から、職場における治療と就業の両立支援の取組が、事業主の
の努力義務となります。また、2025年５月に公布された改正労働安全衛生法によ
り、労働者数50人未満の事業場にもストレスチェックの実施が義務化され、約２年
後に施行されることになりました。裏面にリーフレットを掲載しておりますので、
ご確認ください。

～管内の労働災害は10％減と減少傾向を維持～

裏面に続く

※休業4日以上（新型コロナウイルス感染症を除く）

令和８年３月１０日現在瀬峰署管内の労働災害発生状況

死傷者数 死亡 死傷者数 死亡 増減数 増減率 増減数 増減率

全産業 20 18 -2 -10.0%

製 造 業 5 4 -1 -20.0%

鉱    業

建 設 業 3 1 -2 -66.7%

運輸交通業 1 1

貨物取扱業

農    業

林    業 2 2

畜産・水産業 2 -2 -100.0%

商    業 3 4 1 33.3%

金融・広告業

映画・演劇業

通 信 業 1 1

教育・研究業

保健衛生業 4 3 -1 -25.0%

接客娯楽業

清掃・と畜業 2 2

官公署

その他の事業 1 -1 -100.0%

令和7年 令和8年 前年同月増減
1～２月 1～２月 死傷 死亡

年 別

業 種 別



ストレスチェックの全面義務化について

治療と就業の両立支援について
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